
香芝市公告 

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第６条第３項の規定に基づき、次のとお

り予防接種を実施するので、予防接種法施行令（昭和２３年政令１９７号）第５条

に基づき公告する。 

 

令和５年３月３１日 

 

香芝市長 福岡 憲宏 

 

１ 予防接種の種類 

新型コロナウイルスワクチン 

「コミナティ筋注 5～11歳用初回接種」 

 

２ 実施日 

初回接種：令和４年３月９日～令和６年３月３１日 

 

３ 対象者 

（１）接種時に香芝市に住民票がある５～１１歳の者 

（２）その他市長が接種を必要と認めた者 

 

４ 使用するワクチン 

厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症予防のためのワクチンとして承認した

ものに限る(承認を受けたワクチンの接種対象に応じた接種を実施するものとする)。 

 

５ 接種費用 無料 

 

６ 接種場所 

（１）新型コロナウイルスワクチンの接種実施等に関する委託契約を締結する医療

機関 別紙１ 

 

７ 接種を受けることが適当でない者（接種不適当者） 

（１）当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行

う必要がないと認められるもの 

（２）明らかに発熱している者 

（３）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（４）新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分により、アナフィ

ラキシーや全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、

アナフィラキシーを疑わせる複数の症状をおこしたことが明らかな者 



（５）上記に該当するもののほか予防接種を行うことが不適当な状態の者 

 

８ 接種の判断を行うに際し、注意を要する者（接種要注意者） 

（１）抗凝固療法を受けている者、血小板減少症または凝固障害のある者 

（２）過去に免疫不全の診断がなされた者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

（３）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患

を有することが明らかな者 

（４）過去に予防接種で接種後２日以内に発熱や全身性発疹などのアレルギーが疑

われる症状が出た者 

（５）過去にけいれんを起こしたことがある者 

（６）接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーが起こるおそれのある

者 

 

９ 接種前後の注意事項 

（１）新型コロナウイルスワクチン接種前及び接種後に、他の予防接種を行なう場

合においては、原則として２週間以上の間隔をおくこと。 

（２）接種後すぐに現れる、アナフィラキシー、迷走神経反射症状等に注意するこ

と。 

（３）接種後、数日以内に接種部位の痛み、疲労、頭痛等の症状を認めた場合は、

医師に相談すること。 

（４）接種当日は激しい運動は控えること。 

（５）接種部位は清潔に保ち、注射した部分は強くこすらないようにすること。 

 

１０ 周知方法 

（１）新型コロナウイルスワクチン接種対象者に個人通知 

（２）香芝市の広報紙、ホームページ、LINEに掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙１ 

医療機関 

かわしま内科・外科・こどもクリニック 

まるはしファミリークリニック 

安田医院 

 

 

 

 


